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○岸田委員長　質疑の申し出がありますので、これを許します。岡本充功君。

○岡本（充）委員　民主党の岡本でございます。一昨日に続きまして、引き続き質疑をさせていた

だきます。

　まず、私の一昨日の質問に関して御答弁をいただきました厚生労働省に関係する常勤の公務

員の数、そして出向者を含むと言われた人数の把握、こういった部分について、私は受けた説明

と違っていたということをお聞かせいただきました。私は最初、常勤の公務員の数、定員の中に入

る公務員の数が、十二万九千人厚生労働省で十三年三月末にいた人員が、十二万二千人に十

七年三月末になった、七千人減ったんだ、こういう前提で議論をしてきたわけですけれども、この

数字が違っていたわけであります。

　これについては、改めてその説明と違っていた旨について御説明をいただきたい。それがまず

一点であります。よろしくお願いします。

○赤松副大臣　三月八日、今岡本委員がおっしゃった前回の本委員会におきましては、当たり前

のことでございますが、独立行政法人に関する法案審議でございまして、後に独立行政法人と

なった特殊法人、認可法人等の職員を含んでいるか、こういうお尋ねであった、そんなふうに私は

理解しておりまして、出向者についてのお尋ねがあったことから、私としましては、後に独立行政

法人となった特殊法人、認可法人等に国から出向している職員に関するお尋ねであるとあの場面

で認識をいたしました。国からの出向者についても、そうした特殊法人、認可法人等の職員数に

含まれていることから、出向の職員も含まれている旨答弁したわけでございます。そのため、委員

今おっしゃったような委員の御認識と、私の述べたものに差が生じたものである、そんなふうに理

解をいたしております。

　なお、厚生労働省から他省庁への出向者及び独立行政法人等への出向者につきましては、委

員に提出させていただいたものが現時点で把握しているものでございます。

　前回私が議員の御質問にお答えして、七千人の減、こういう説明をしましたことにつきましては、

あのときにも申し上げましたけれども、これらを単純に比較することは適当でない部分がございま

すけれども、と前置きをしました上で、約七千人の減と答弁をいたしました。

　その約七千人の減と説明しました前提としましては、平成十三年三月の職員の中に国立病院の

賃金職員、看護師を含んでおりますが、この賃金職員につきましては、正規職員と同じ勤務形態

であって、独法移行後に正規職員としたことから、この点を考慮して比較することが適当ではない

かとあの場面で思って、答えた次第でございます。

　以上です。

○岡本（充）委員　さらに重ねて言わせていただきますが、賃金職員というのは非常勤の職員であ

りまして、厚生労働省に関する非常勤の職員のみを比較してみると、平成十二年七月一日と平成

十七年七月一日、差を比べてみると、賃金職員の分を含めてトータルで見てみても差はほとんど

ない、四人ふえているということでありますので、これは恣意的に非常勤の職員を加算して、あた

かも減ったような数字を提出されたということは極めて遺憾でありますし、これについては明確に私

は抗議をさせていただきたいと思います。

　実際には、七千人減だと聞かされていたあの数字は、最終的には約千八百人の増であった。平

成十三年三月末から比べてみると、平成十七年三月末で、およそですが千八百人の増であった

ということを改めて指摘をさせていただいて、私の質問にお答えいただけなかったことを抗議させ



ていただきたいと思います。

　その上で、いまだにいただけていない資料がございます。

　厚生労働省から他省庁へ出向した平成十三年三月末日時点での職員の数や独立行政法人等

への平成十三年三月末時点の出向者の数、並びに非常勤職員でございますが、独立行政法人

労働政策研究・研修機構、国から行った職員、平成十三年三月末の数。また同様に、独立行政

法人医薬基盤研究所の平成十三年三月末の、これは非常勤でございますが、同様に、認可法人

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構（一部）、そして独立行政法人医薬品医療機器総合

機構、こちらから非常勤で行った人数の数、また国からこの独立行政法人に職員が移っているの

ではないかという中で、平成十三年三月末の人数の把握がまだできておりません。

　また、これとあわせて、それぞれ平成十三年三月末、平成十七年三月末時点、この職員の皆様

方の給与の三月分トータルですね、それぞれ十三年三月分の給与、十七年三月分の給与につ

いても資料をいただきたい旨通告をさせていただいております。

　いつまでにいただけるのか、明確に御答弁をいただきたいと思います。

○赤松副大臣　まず、他省庁への出向等について時点修正を行いました上で、今委員いろんな

部分御指摘がございましたけれども、そういう、国及び独立行政法人等の職員、非常勤職員数、

出向者数の資料を来週中には提出をさせていただきたいと思います。

　なお、後段でおっしゃいました職員等に支払っている総人件費等についての報告につきまして

は、国及び独立行政法人等の人件費について、常勤職員と非常勤職員を通じた総額をお示しす

ることは極めて難しい側面もありますけれども、先日来の御指摘もあり、それを踏まえて、今月内に

は、必要に応じて推計を行うことも含めて、どのようなことが可能かしっかりと精査をしてまいりたい、

そんなふうに思っております。

○岡本（充）委員　それでは不十分です。ちゃんと出していただけるという明確な答弁をいただき

たい。推計を含めてどのような形で答弁できるかを持ってくるだけでは、数字が出てきません。き

ちっと数字が出せるという御答弁をいただけないと、私は審議が進められない。どうかお答えをい

ただきたい。

○赤松副大臣　先ほど申し上げましたように、いろいろ困難な部分もございますので、必要に応じ

て推計を行うことも含めて、どのようなことが可能か精査してまいった上で、今議員がおっしゃった

点も含めて、しっかり努力をした結果を見ていただきたい、こんなふうに思います。

○岡本（充）委員　数字を出していただけないということですか。イエスかノーか、それだけお答え

ください。

○赤松副大臣　数字を出すか出さないか、イエスかノーかと言われて、直ちに今ここで答えるわけ

にはまいりません。それも含めてということです。

○岸田委員長　という答えですが、赤松副大臣、答えは今のとおりですね。

　というお答えですが。岡本君。

○岡本（充）委員　そうしましたら、続きまして、もう一点質問させていただきます。

　まず一点は、国土交通省所管における独立行政法人で、官民交流の名のもと、企業からの人材

受け入れを行っているという話がありました。人材交流自体悪いことではありませんが、その受け

入れ企業に対して当該独法が仕事を発注しているという事実が明らかになっております。民間か

らの人材選定が公募でなく指名で恣意的に選ばれている可能性を疑うこともできるわけでござい

ますが、この調査は実は国土交通省所管の独法のみしかしておりません。厚生労働省所管の独



法でも同様なケースがあるかどうかについてもぜひお調べをいただきたいと思うんですが、お調べ

いただけますでしょうか。

○金子政府参考人　突然のお尋ねでございまして、今手元に必要な資料等もございませんので、

その点も含めまして、少し検討させていただきたいと思います。

○岡本（充）委員　調べるのか調べないのかを、調べるというお約束をいただきたいということです。

○金子政府参考人　他の省庁の状況も踏まえまして、調べてみたいと思います。

○岡本（充）委員　最後に一点、もう一点だけ。

　独立行政法人の、設立時期の違う法人がそれぞれ今後統合をしていく必要性も出てくると思い

ますが、例えば、十三年四月設立、そして十五年十月設立、十六年四月設立など設立時期の異

なる独立行政法人それぞれが独立行政法人通則法の中で規定され、また個別法で規定されてい

るさまざまな事業を行う中で、今後、統合についての検討をしていく必要があると思います。残念

ながら、厚生労働省、今回見直しの草案の中ではこれらの法人との統合について検討をされた向

きはありませんけれども、これからこれらの統合についても前向きに進めていくかどうか、大臣から

御答弁をいただいて、私の質問を終わりたいと思います。

○川崎国務大臣　独立行政法人といいますのは、ある意味では、出向者に任せながらやっていく、

そういう意味では、中期目標というものは大事にしてやりたいという気持ちは、私どもは持っており

ます。中期目標というのは大事にしてやりたいと。しかし、世の中の状況が大きく変わってやらな

きゃならぬというときは、それは私ども、考えてやることはあり得る。

○岡本（充）委員　終わります。

○岸田委員長　これにて岡本充功君の質疑は終了いたしました。

　以上で本案に対する質疑は終局いたしました。

　　　　―――――――――――――

○岸田委員長　これより討論に入ります。

　討論の申し出がありますので、順次これを許します。岡本充功君。

○岡本（充）委員　私は、民主党を代表し、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働

省関係法律の整備に関する法律案に対し、反対の立場から討論をいたします。

　そもそも独立行政法人は、国の行政活動から政策の実施部門のうち一定の事務及び事業を分

離し、これを担当する機関に独立の法人格を与えて、当該業務を効率かつ効果的に行わせること

を目的に創設されたものであります。現実には、独立どころか省庁からの天下りが継続し、業務の

効率と効果についても十分な検証がなされていないことが本審議を通じて明確になりました。本法

案による独立行政法人の統合、職員の非公務員化だけではこれらの弊害を払拭することはできま

せん。

　以下に、その理由を申し述べます。

　第一に、独立行政法人の事業を見直さないまま非公務員化を行っていることであります。

　国が省庁直轄で行う事業、民間でできる事業、そして独立行政法人が行うべき事業を抜本的に

整理しないまま非公務員型の独立行政法人に移行したのでは、非公務員化の意義が見出せませ

ん。例えば、国立健康・栄養研究所が実施している研究や調査、試験許可業務については、民間

にできるものがないのかさらなる精査をすべきです。



　職員の身分は非公務員化されるとありますが、実質は、国から交付される運営費交付金から全

人件費が支出され、職員は非公務員でありながら国家公務員共済に加入したままであり、肝心の

雇用面では公務員型が続いております。非公務員化という身分の位置づけが中途半端であるだ

けでなく、厚生労働省に関する公務員、そして出向を含む独立行政法人の総人員数の推移が不

明確、そしてその人件費がどう推移していくかもあいまいなままであります。対象独立行政法人の

存在意義、事業目的の妥当性の精査、検証をなおざりにして、いたずらに国家公務員の削減をし

たかの誤解を与え、その手段に非公務員化を利用しているとの批判は免れ得ないと思っています。

　第二に、事業の効率を向上させる展望が欠落しています。

　産業安全研究所、産業医学総合研究所の統合によって相乗的な研究効果が上がるという具体

的な説明はなされていません。現に、労働安全衛生研究所に統合されても、施設は清瀬市と川崎

市に分かれており、職員の定数は変わらず、事務効率を向上させることはおろか、逆に往来に時

間を費やし、かえって非効率化するのではないかという懸念さえあります。国立健康・栄養研究所

についても、職員定数は変わらず、事業効率の向上に関する計画も具体性に欠けています。

　第三に、中央省庁との癒着体質を改め、独立行政法人の本来の姿を実現するための改革が欠

落しています。

　そもそも、非公務員化の意義すら不明確であり、行政のスリム化、質の高い効率的な業務運営を

目指すなら、同時に運営交付金の削減や独法の独立性を高める措置を講じるべきです。しかし、

今回提出の法案では、非公務員化をうたいながら国からの運営交付金の額はほとんど変わりませ

ん。独立行政法人の独立性を高める独立行政法人の長の公募制の義務化、非特定独立行政法

人役職員の天下り規制、独立行政法人における一般競争入札の義務化等の措置は何ら講ぜら

れておりません。これでは、独立行政法人が天下り規制の抜け穴となりかねず、官製談合の解消

にもつながらない天下り隠しの非公務員化の批判は免れ得ません。

　このように、本法案は、独立行政法人をめぐる本質的な問題に踏み込まないまま、現実には役

所の強い関与に縛られ、事務事業の効率性の向上をしない一方で、天下りや官製談合の温床と

なっている疑念が強く、単なる公務員削減の数合わせをしている、そう言われても仕方がない、そ

のように思う次第であります。小さな政府を見せかけ上進める手段にすぎないと言わざるを得ない

わけであります。

　以上の理由から、民主党は本法案に反対することを表明して、私の討論を終わらせていただき

ます。（拍手）


